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コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の設計例について 
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 貴職におかれましては、平素より建築行政の円滑かつ適切な運用にご尽力頂き、感謝いたしま

す。 

本年 3 月に平成 12 年建設省告示第 1347 号及び平成 12 年建設省告示第 1456 号を改正し、一

定の要件を満たすコンテナその他これに類するものを利用した建築物（以下「コンテナ等建築物」

という。）について、基礎及び柱の脚部を構造耐力上安全なものとした場合には、基礎の構造方法

において、基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎以外の構造方法を採用することや、柱の

脚部を基礎に緊結する構造方法において、露出形式柱脚、根巻き形式柱脚又は埋込形式柱脚以外

の構造方法を採用することが可能となりました。 

 これに関し、技術的助言「コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理

化について（令和 7 年 4 月 1 日国住指第 502 号）」において、「コンテナについて、建築物等に作

用する荷重及び外力に対して構造耐力上安全である基礎の構造及び柱の脚部の構造の例を関係団

体において検討しているところであり、今後、国土交通省からも周知する予定である」とお知ら

せしていたところです。 

今般、一般社団法人医療コンテナ推進協議会において、別添のとおり建築物等に作用する荷重

及び外力に対して構造耐力上安全である基礎の構造及び柱の脚部の構造の設計例※が作成されま

したので、基礎及び柱の脚部が構造耐力上安全なものとされているかどうかを確認する際の参考

となるものとして情報提供いたします。 

なお、上記趣旨について、貴管内の特定行政庁に対しましても周知くださいますよう、よろし

くお取り計らい願います。 

 

 

※一般社団法人医療コンテナ推進協議会 

「医療コンテナの平時活用時における基礎構造にかかるガイドライン」 


